
オーストリア国内における身分証明書類の携行義務について  

 

オーストリア国内では、自宅やホテルから遠く離れる場合（提示を求められた場合取りに帰

れないような距離、約1時間以上の距離を離れる場合）には、身元を明らかにする書類を携

行することが求められています。 

身元を明らかにする書類としては、パスポート（旅券）、滞在許可証、あるいはオーストリ

ア外務省発行の許可証があります。例えば、ウイーンにお住まいの方がザルツブルグへ旅行

するような場合、これらの書類のいずれかを携行することが必要ですのでご注意ください。  

 

関連サイト 

 オーストリア基本情報 (外務省ホームページ)  

 オーストリア安全情報 (海外安全ホームページ)  

 "Living and Working in Austria" オーストリア労働市場サービス(Arbeitsmarktservice 

Österreich: AMS)が作成した資料へのリンク。 AMS の英語ホームページもあります。  

 "AUSTRIA DATA·FIGURES·FACTS" オーストリア統計局(STATISTIC AUSTRIA)が発行し

ている同国の基本情報･データ集。STATISTIC AUSTRIA のこちらのページからダウンロー

ドできます。  

 "HELP.gv.at" オーストリア政府(首相府)が運営する官庁総合案内ウェブサイト、オーストリ

アの役所での諸手続等の検索に便利です。外国人向け英語のヘルプサービスのページもあり

ます。  

 "ウィーン今いつまでも" 外国人向けのガイドへのリンク。 

 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/austria/index.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_156.html
http://www.ams.at/_docs/eurespubl_en.pdf
http://www.ams.at/english.html
http://www.statistik.at/web_en/statistics/index.html
http://www.statistik.at/web_en/publications_services/austria_data_figures_facts/index.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/en
https://www.wien.info/ja

